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本
法
律
案
の
主
な
内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。 

一　

市
町
村
が
協
力
・
連
携
を
図
る
べ
き
地
域
の
関
係
者
と
し
て
、
教
育
文
化
、
医
療
、
福
祉
、
商
業
、
観
光
等
に
係
る
施
設

の
利
用
者
向
け
送
迎
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
者
で
あ
る
施
設
利
用
者
用
運
送
サ
ー
ビ
ス
提
供
者
を
追
加
す
る
。
ま
た
、
当
該

 

提
供
者
に
対
し
、
三
の
事
業
の
円
滑
な
実
施
に
協
力
す
る
努
力
義
務
を
課
す
。

二　

鉄
道
事
業
再
構
築
事
業
の
内
容
と
し
て
、
現
行
の
事
業
者
が
行
う
鉄
道
施
設
の
建
設
若
し
く
は
改
良
又
は
車
両
の
取
得
若

し
く
は
改
良
等
の
措
置
を
追
加
す
る
。
ま
た
、
地
方
公
共
団
体
が
、
国
土
交
通
大
臣
の
認
定
を
受
け
た
当
該
措
置
に
係
る
鉄

道
事
業
再
構
築
実
施
計
画
に
定
め
ら
れ
た
鉄
道
事
業
再
構
築
事
業
で
総
務
省
令
で
定
め
る
も
の
に
関
す
る
助
成
を
行
お
う
と

す
る
場
合
に
お
い
て
、
地
方
債
の
起
債
を
可
能
と
す
る
地
方
財
政
法
の
特
例
を
設
け
る
。 

三　

休
廃
止
さ
れ
又
は
そ
の
お
そ
れ
が
あ
る
バ
ス
路
線
等
に
つ
い
て
、
地
方
公
共
団
体
が
当
該
バ
ス
路
線
等
に
お
い
て
地
域
旅

客
運
送
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
者
を
選
定
し
、
他
の
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
者
、
自
家
用
有
償
旅
客
運
送
者
、
施
設
利
用
者



二

用
運
送
サ
ー
ビ
ス
提
供
者
等
に
よ
る
当
該
選
定
を
し
た
者
へ
の
人
員
派
遣
等
の
あ
っ
せ
ん
等
の
支
援
を
行
う
こ
と
に
よ
り
、

当
該
選
定
を
し
た
者
に
当
該
バ
ス
路
線
等
に
お
い
て
地
域
旅
客
運
送
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
さ
せ
る
事
業
を
自
動
車
地
域
旅
客
運

送
サ
ー
ビ
ス
再
構
築
事
業
と
し
、
地
域
公
共
交
通
特
定
事
業
に
追
加
す
る
。
ま
た
、
自
動
車
地
域
旅
客
運
送
サ
ー
ビ
ス
再
構

 

築
事
業
に
係
る
独
立
行
政
法
人
鉄
道
建
設
・
運
輸
施
設
整
備
支
援
機
構
に
よ
る
出
融
資
を
措
置
す
る
。

四　

一
般
旅
客
定
期
航
路
事
業
に
供
す
る
旅
客
船
の
法
定
検
査
に
伴
う
運
航
の
一
時
的
な
休
止
に
よ
り
地
域
住
民
の
日
常
生
活

等
へ
の
影
響
が
生
ず
る
こ
と
を
回
避
す
る
た
め
、
地
方
公
共
団
体
が
他
の
船
舶
運
航
事
業
者
等
を
選
定
し
、
当
該
選
定
を
し

 

た
者
に
代
替
運
航
等
を
実
施
さ
せ
る
事
業
を
海
上
運
送
利
便
確
保
事
業
と
し
、
地
域
公
共
交
通
特
定
事
業
に
追
加
す
る
。

五　

地
域
旅
客
運
送
サ
ー
ビ
ス
に
係
る
地
域
の
関
係
者
相
互
間
の
連
絡
調
整
及
び
連
携
の
促
進
を
行
う
民
間
団
体
を
連
携
促
進

 

団
体
と
し
、
協
議
会
の
構
成
員
と
し
て
明
示
す
る
と
と
も
に
、
地
域
公
共
交
通
計
画
の
提
案
権
を
措
置
す
る
。

六  

地
方
公
共
団
体
は
、
鉄
道
事
業
再
構
築
実
施
計
画
等
を
作
成
す
る
た
め
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
公
共
交
通
事
業

者
等
に
対
し
、
資
料
又
は
情
報
の
提
供
等
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
公
共
交
通
事
業
者
等

は
、
正
当
な
理
由
が
あ
る
場
合
を
除
き
、
そ
の
求
め
に
応
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

七　

こ
の
法
律
は
、
一
部
の
規
定
を
除
き
、
公
布
の
日
か
ら
六
月
以
内
の
政
令
で
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。 


